
社団法人

館山法人会報
  TATEYAMA　HO-JIN　KAIHOU　

法人会の基本的指針
法人会は
よき経営者をめざすものの団体として
会員の積極的な自己啓発を支援し
納税意識の向上と
企業経営および社会の
健全な発展に貢献します。

新年のごあいさつ　 復興特別消費税の源泉徴収・1月以降の徴収
第29回法人会全国大会北海道大会
平成25年度税制改正に関する提言　 税を考える週間行事・納税表彰式
支部ゼミ懇談会　 理事会・委員会・部会だより
税務調査の手続きが変わりました　 法人会の動き
女性部会視察研修報告　 山中氏に続くノーベル賞受賞者は？
暮らしのツボ・暖房グッズで今年の冬を乗り切る
新会員紹介 確定申告のお知らせ 社会貢献事業

（社）館山法人会員証
このシール

を切り取り決算書の別表右下欄に貼付して
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花の公園
　　館山市：城山公園

　　椿は市の花

館山城と椿

　館山湾・市街地を一望

水仙 梅林
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新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

謹
賀
新
年

平
成
二
十
五
年
の
年
頭
に
当
た
り
謹
ん
で
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す

社
団
法
人
館
山
法
人
会
の
会
員
の
皆
様
方
に
は
平
素
よ
り
税
務
行
政
に
対
し
ま
し
て

深
い
ご
理
解
と
多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す

さ
て
昨
年
中
は
支
部
ゼ
ミ
懇
談
会
を
始
め
様
々
な
会
行
事
に
出
席
さ
せ
て
い
た
だ
き

会
員
の
皆
さ
ま
か
ら
直
接
色
々
な
ご
意
見
を
伺
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た

皆
さ
ま
の
ご
意
見
を
参
考
に
よ
り
良
い
税
務
署
を
目
指
し
て
行
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す

本
年
も
よ
り
安
房
の
地
域
に
密
着
し
た
税
務
行
政
の
実
現
を
目
指
し
納
税
者
の

皆
様
方
の
利
便
向
上
に
向
け
て
取
り
組
む
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
よ
り
一
層
の

ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

会
員
の
皆
様
方
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
事
業
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
申
し
上
げ

ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
五
年　

元
旦

新
春
を
迎
え　

会
員
企
業
の
益
々
の
ご
隆
盛
と
皆
様
の
ご
活
躍　

ご
健
勝
を
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す

年
末
に
政
権
が
変
わ
り
ま
し
た
が　

ど
の
よ
う
な
政
権
の
枠
組
み
で
あ
っ
て
も
デ
フ

レ
か
ら
の
脱
却　

景
気
回
復　

震
災
復
興
、
安
全
保
障
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
ま
す

財
政
再
建
と
の
両
立
は
大
変
困
難
な
こ
と
と
は
考
え
て
お
り
ま
す
が　

新
政
権
に

対
し
、
国
を
支
え
て
い
る
私
共
中
小
企
業
が　

明
日
に
希
望
の
持
て
る
政
策
の
果

断
な
実
行
を
期
待
し
た
い
と
存
じ
ま
す

館
山
法
人
会
は
本
年
も
引
き
続
き　

公
益
法
人
と
し
て　

な
お
一
層
税
知
識
の
普
及
を

中
心
に
活
動
す
る
と
と
も
に　

よ
き
経
営
者
を
め
ざ
す
も
の
の
団
体
と
し
て　

強
い
連
帯

を
も
っ
て　

会
の
発
展
と
地
域
社
会
へ
の
貢
献
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す

本
年
も
ご
指
導
ご
支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
二
十
五
年　

元
旦

館
山
税
務
署
長　

椎　

谷　
　
　

晃

社
団
法
人　

館
山
法
人
会　

会　
　

長　
　

平　

田　

哲　

平

謹んで新春の寿をお慶び申し上げます
平成 25年　元旦

社団法人　館山法人会

館山税務署 千葉県税理士会館山支部
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復興特別所得税の源泉徴収の
あらまし（平成25年１月以降の源泉徴収）

館山税務署からのお知らせ

　平成 23年 12 月２日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確
保に関する特別措置法 (平成 23年法律第 117 号 ) が公布されました。
これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成 25年１月１日から平成 49年 12月 31日までの間
に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法
定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととさ
れました。
(注)  租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別

所得税は課されません。

　源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の２. １％相当額とされてお
り、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
　実際には、次のとおり、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の
合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、１枚の所得税徴収高計算書（納付書）で納付します。
（注）給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収については次の２により行います。

　給与等については、平成 25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合
計額を徴収し、１枚の所得税徴収高計算書（納付書）で納付します。
(注)  平成 25 年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページに掲載しています（税務署からも年末調整を行う時期に配

布する予定です。）。

　給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっておりますので、年末
調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。

（注）算出した所得税及び復興特別所得税の額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】

※１ 合計税率の計算式

合計税率（％）＝ 所得税率 (%) × 102.1％

※２ 所得税率に応じた合計税率の例

所得税率 (%) 5 7 10 15 16 18 20

合計税率 (%) 
（所得税率 (%) × 102.1％） 5.105 7.147 10.21 15.315 16.336 18.378 20.42

※３ 具体的事例：報酬・料金として 888,888 円を支払った場合（所得税率 10％の場合）
888,888 円　×　10.21％　＝　90,755.4648 円（１円未満切捨て）　⇒　90,755 円
（支払金額）　　　（合計税率）　　　（算出税額） 　　　　　　　　　　　　（源泉徴収税額）

支払金額等 × 合計税率（％）（※） ＝ 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額（注）

1 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額

2 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収

3 年末調整
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平
成
25
年
度 

税
制
改
正
に
関
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン

（
総　

論
） 

●　 

待
っ
た
な
し
。
国
・
地
方
と
も
聖
域
な
き
行
財

政
改
革
の
断
行
を
！

 

●　 

活
力
あ
る
経
済
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
抜
本

的
な
税
制
改
革
を
！

（
震
災
復
興
） 

●　 

予
算
の
迅
速
な
執
行
な
ど
、
万
全
な
体
制
に
よ

り
被
災
地
の
早
期
復
興
を
！

（
所
得
税
） 

●　 

所
得
税
は
広
く
薄
く
負
担
を
求
め
、
努
力
し
た

人
が
報
わ
れ
る
税
制
の
構
築
を
！

（
法
人
税
） 

●　 

わ
が
国
企
業
の
国
際
競
争
力
確
保
の
た
め
に
も
、

さ
ら
な
る
法
人
税
率
の
引
き
下
げ
を
！

（
事
業
承
継
税
制

） 

●　 

地
域
の
活
性
化
・
雇
用
確
保
に
資
す
る
た
め
に

も
、
欧
米
並
み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
を
！

（
消
費
税
） 

●　 

増
税
だ
け
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
徹
底
し
た
歳

出
削
減
の
実
施
を
！

（
地
方
税
関
係
） 
●　 
地
方
分
権
の
推
進
の
た
め
、
三
位
一
体
改
革
の

更
な
る
徹
底
を
！

（
そ
の
他
） 

●　 

年
金
・
医
療
・
介
護
制
度
に
つ
い
て
改
革
を
断

行
し
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
！

北海道大会 平成 25年度税制改正に関する提言
租税教育事例発表をメインテーマに

第29回法人会全国大会開く
経済再生に向けて企業を活性化するため
　さらなる法人税率の軽減を　本格的な事業承継税制の拡充を

高らかに　大会宣言　1900 名出席　釧路市民文化会館

大 会 宣 言
　われわれ法人会は、半世紀を超える歴史を通じ、「健全な納税者の団体」として、税の活動を中心に広く社会への貢
献活動を展開してきた。
　その歴史、実績の上に、われわれは、新公益法人制度においても公益法人への移行に取り組み、租税教育など税の
啓発活動を積極的に展開し、公益性と透明性を高め、広く国民から受け入れられる法人会を目指すことをここに誓うも
のである。
昨年発生した東日本大震災から１年半あまりの月日が経った。被災地の復旧・復興は進んでいるが、一部では未だに
困難な状況が続いている。
　法人会では、被災地に対する支援を積極的に行ってきたところであり、政府においても被災地・被災者に対する迅
速な予算執行と適切な支援の継続を要望するものである。
　今、日本経済は、原発事故による電力安定供給への不安や長引くデフレなどにより、依然として厳しい局面にある。
その再生に向けては、企業が将来にわたって活力を維持するための税制措置が必要である。特に地域経済を担う中小
企業の活性化に資するため、法人税率の軽減、事業承継税制の拡充を強く求める。
　また、消費税の税率引き上げに当たっては、歳出の見直しとともに、景気に十分配慮するほか、中小企業が適正に
価格転嫁できるよう実効ある措置を求めるものである。
　創設以来、税知識の普及を中心に活動してきた法人会は、ここに全国の会員企業の総意として、以上宣言する。

平成24年１０月11日　全国法人会総連合全国大会

大会プログラム～～～～
第１部　記念講演
｢地方の再生と日本の将来｣
　慶應義塾大学法学部教授　片山　義博氏

第２部　式典
25 年度税制改正の提言報告
青年部会による租税教育活動の報告ほか

第３部　懇親会
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≪はじめに≫
≪基本的な課題≫
Ⅰ．社会保障と税の一体改革と今後のあり方
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Ⅱ．経済活性化と中小企業対策
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Ⅲ．国と地方のあり方

Ⅳ．震災復興

Ⅴ．その他

≪税目別の具体的意見≫

消費税期限内納付「推進運動」 を実施中 法人会
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おめでとうございます
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中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

南
房
総
市
立
白
浜
中
学
校

　
　
　
第
三
学
年
　
林
　
　
貢
平

『
僕
ら
の
税
が
日
本
を
守
る
』

大
蔵
財
務
協
会
　
理
事
長
賞
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秋
の
支
部
ゼ
ミ
懇
談
会

署
長
卓
話

　
「
主
税
局
の
経
験
」　

そ
し
て
ｅ
―

Ｔａｘ

ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
の
お
願
い

税
務
研
修

　
「
決
算
書
か
ら
の
経
営
分
析
・
交
際
費
Ｑ
＆
Ａ
」



1111

理 

事 
会

総
務
委
員
会

税
制
委
員
会

組
織
委
員
会

理事会で挨拶する平田会長

広報委員会　11月 22日

広
報
委
員
会

組織委員会　9月 25日

青
年
部
会

青年部会　10月 4日
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源
泉
研
究
部
会

役員会　12月 6日

源泉研究部会　11月 7日

女
性
部
会㈳館山法人会

会　長
㈳館山法人会
常任理事
館山間税会
会　長

おめでとうございます
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税務調査の手続が変わりました
～国税通則法等の改正～

館山税務署からのお知らせ

　平成 23年度税制改正において、税務調査手続の明確化等を内容とする国税通則法等の改正が行
われました。
　従来からの運用を踏まえて、税務調査手続が国税通則法において法定化されています。この改正
は、平成 25 年 1 月 1 日以後に新たに納税者に対して開始する税務調査について適用されます。

《税務調査手続の流れ（イメージ）》

1　事前通知は納税者（法人等）と税務代理人（税理士等）双方に連絡します
　実地の調査を行う場合には、原則として、あらかじめ電話等により、法令上の事前通知であるこ
とを明示した上で、法定化された事前通知事項を納税者と税務代理人の双方に直接通知します。
　その際、納税義の方から「事前通知事項の詳細については、税務代理人の方を通じて通知を受け
ることで差し支えない旨」の申立てがあった場合は、納税者の方に対しては「実地の調査を行う旨」
のみ通知します。
　この場合には、税務代理人の方から納税者の方へ、事前通知事項の詳細を確実にお伝えいただく
ようお願いします。

2　調査結果の内容説明は納税者へその額と理由を説明します
　国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、納税者の方に、更正決定等を
すべきと認めた額及びその理曲を含めた調査結果の内容を説明します。
　なお、説明に当っては、法令上の「調査結果の内容の説明」であることを明示した上で、原則と
して口頭で説明します。
　また、併せて、当該調査結果の内容説明をもって原則として一連の調査手続が終了する旨を説明
します。

3　調査結果の内容説明は税務代理人へお願いしてもOK
　調査結果の内容説明は、原則として納税者の方に行いますが、納税者の方の同意がある場合には、
納税者の方に代えて、税務代理人の方に調査結果の内容説明を行います。

4　処分の理由の記載
　不利益処分や納税者からの申請を拒否する処分を行う場合には、その通知書に処分の理由を記載
します。



14

全会員企業対象 永年勤続優良経理担当職員表彰申込みについて
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国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）の「確定申告等作成コーナー」をご利用ください。

給 与 所 得 者 の 皆 様 へ

確定申告が簡単にできます・医療費控除の還付申告
・住宅ローン控除の還付申告などなど

①パソコンで24 時間いつでも使えます。
②画面上の指示に従って入力すれば、税額などは自動計算できます。
③作成した申告データを e-Taxで送信できます。
④プリントアウトして郵送等により提出することも可能です。

画面上の指示に従って入力すれば、税額など自動計算、簡単です。

女
性
部
会
視
察
研
修
報
告

川
　
崎 

東
芝
科
学
館 

｜ 

科
学
の
す
ご
さ
を
実
感

　
　
　
　
　
　
　

１
秒
間
に
１
０
０
０
回
姿
勢
を
調
整
し
て
走
行
す
る
ロ
ボ
ッ
ト

　
　
　
　
　
　
　

超
電
導
強
力
磁
石
の
実
験
な
ど
な
ど

御
殿
場 
秩
父
宮
記
念
公
園 

｜ 

絶
景
富
士
山
を
望
む

咲
き
誇
る
季
節
の
花
々

　
　
　 

伊
豆
堂
ヶ
島
遊
覧

東芝科学館
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電球からスマホまで

日本人 3 氏が大きく貢献

受賞はどんな組み合わせ ?

山中氏に続くノーベル賞受賞者は？
日本人が大きく貢献したLED実用化 産経新聞科学部記者　伊藤壽一郎
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カ
イ
ロ

足
温
器
・
フ
ッ
ト
ヒ
ー
タ
ー

電
気
座
布
団

湯
た
ん
ぽ

堀
洋
一
郎
（
ほ
り
・
よ
う
い
ち
ろ
う
）

昭
和
55
年
中
央
大
学
理
工
学
部
物
理
学
科
卒
。
ソ

ニ
ー
マ
グ
ネ
ス
ケ
ー
ル
株
式
会
社
を
経
て
、
平
成

２
年
株
式
会
社
エ
フ
シ
ー
ジ
ー
総
合
研
究
所
入

社
。
現
在
同
社
商
品
研
究
室
室
長
。

個
別
暖
房
グ
ッ
ズ
で
今
年
の
冬
を
乗
り
切
る

㈱
エ
フ
シ
ー
ジ
ー
総
合
研
究
所
商
品
研
究
室
室
長

　
堀

　
洋
一
郎

【
表
紙
】

花
の
公
園
・
戦
国
大
名
里
見
氏

ゆ
か
り
の
館
山
城
山
公
園

「
房
州
よ
い
と
こ
南
を
う
け
て
、
冬
は
菜

種
の
花
が
咲
く
」

と
唄
に
唄
わ
れ
た
温
暖
の
地　

館
山
の
城

山
公
園

　

暮
れ
か
ら
の
菜
の
花
に
続
い
て
、
公
園

内
に
は
１
月
か
ら
５
月
ま
で
、
可
れ
ん
な

水
仙
か
ら
始
ま
り
、
椿
・
１
２
０
０
本
、

梅
林
の
梅
２
５
０
本
、
桃
も
ち
ら
ほ
ら
、

櫻
６
４
０
本
、
そ
し
て
６
０
０
０
本
の
ツ

ツ
ジ
が
季
節
に
合
わ
せ
て
咲
き
誇
る
。

　

ま
た
、紅
葉
に
染
ま
る
茶
室
「
雁
月
庵
」

の
庭
も
得
も
言
わ
れ
ぬ
風
情
が
あ
る
。
館

山
城
か
ら
の
遠
く
富
士
山
や
館
山
市
街
地

一
望
の
眺
め
は
素
晴
ら
し
く
、
城
と
し
て
の

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
屈
指
の
も
の
と
言
わ
れ
、

城
内
は
博
物
館
分
館
と
し
て
里
見
氏
が
モ

デ
ル
と
言
わ
れ
て
い
る
「
南
総
里
見
八
犬

伝
」
関
連
の
も
の
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
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新しく会員になられた皆さんです。
̶ よろしくお願いします ̶
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申告はお早めに！
　税務署では「申告はご自分で書いて提出はお早めに」を
キャッチフレーズに確定申告書の自書申告と早期提出を
推進しております。
　３月に入りますと、税務署は大変混雑しますので、早め
の申告にご協力ください。
　なお、申告書は e-Tax、郵送等でも提出できます。

平成26年1月から、記帳・帳簿等の
保存制度の対象者が拡大されます
　個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事
業所得、不動産所得又は山林所得の合計額300万円を
超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、
平成 26 年1月からは、これらの所得を生ずべき業務を
行う全ての方（所得税の申告の必要がない方を含みます。）
について必要となります。
詳細は、国税庁ホームページ【http://www.nta.go.jp】
をご覧ください。

納税は口座振替で！
　所得税、個人事業者の消費税及び
地方消費税の納税には、口座振替を
ご利用ください。手続きは簡単です。
　ご希望の方は、国税庁ホームページ
【http://www.nta.go.jp】で確認さ
れるか、税務署にお尋ねください。

平成24年確定申告分の口座振替日は

申告所得税 4月22日(月)
消費税及び地方消費税 4月24日(水)

平成24年分

確定申告のお知らせ
館山税務署

平成24年分

確定申告のお知らせ
館山税務署

平成24年分の申告と納税
税務署窓口での相談、申告書の提出及び納付は、
● 所得税の申告と納税 …………………… 2 月18日(月)～ 3 月15日(金)
● 贈与税の申告と納税 …………………… 2 月 1日(金)～ 3 月15日(金)
● 消費税及び地方消費税
　　（個人事業者）の申告と納税 …………… 2 月18日(月)～ 4 月 1日(月)

※　館山税務署では、確定申告期間中を含め全ての休日（土曜・日曜・祝日等）の
　執務は行っておりませんのでご注意ください。
※　還付申告の方は、1月から確定申告書を提出することができます。
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編
集
後
記

恒例 e-TaxのPR軍団

平成24年10月13日・14日開催
武者行列での税務署幹部

今年は節電呼び掛けで社会貢献
若潮マラソン（参加者1万人超）会場で
女性部会が推進しているいちごプロジェクト
　　（無理なく節電）パンフレットを配布
　館山法人会ブースで焼き芋・お汁粉に添え
　　焼き芋325キロ・お汁粉の餡 200キロ・餅 70キロ

延べ9,000人分用意
　今年は館山税務署職員24人が昨年に引き続き
　　館山間税会が提供したe-TaxPR用 Tシャツで走る

昨年　役員・女性部会がフル回転

１
月
27
日
㈰
開
催

館
山
市
民
運
動
場


